
- 1 - 

 

冤罪と死刑制度についての授業     2018/1   

 

１ 冤罪
えんざい

を知っていますか。 

冤罪とは、無実なのに拘束されたり、有罪とされて刑を受けたりすることです。 

裁判は私たちにとってあまり身近なものとは言えませんが、冤罪に関するニュース 

は割に目にする機会があるのではないでしょうか。            正義の女神像･目隠し有 

                   

最近では、どんな事件があったでしょう。 

たとえば、2009 年郵便制度悪用事件として逮捕拘留された 

厚生労働省局長:村木厚子さんの事件が有名です。この時には、 

大阪検察庁の検察官が、業績を上げようとして証拠のフロッピーディ

スクの文書作成日付を改ざん、無実の村木さんを逮捕し起訴しました。 

また、痴漢で逮捕され、無罪になった男性の事件は、映画『それで

もぼくはやってない』として映画化されました。 

  

起訴までいかなくても、誤認逮捕で数十日間拘束といった事件はよく耳にします。 

たとえば、2017 年ネット上のチケット転売で詐欺を行なったとされた女性が逮捕されてしまい

ましたが、実際の実行者は中学生でした。2012 年犯罪予告をしたとして、四人もの人々が逮捕さ

れ、二人が｢自白｣し裁判も始まり、未成年の大学生は保護観察処分まで決定されてしまいましたが、

パソコンの遠隔操作で犯行をした真犯人の存在がわかり、無実であることが判明しました。 

また、2017 年痴漢と疑われたあと、線路へと逃げ出した男性が、列車に引かれたりビルから転

落したりして死亡した、痛ましい事件が続いて起きました。 

 

私たちの生活の中で、裁判までいかないにしても、警察に「疑われ」る事件が身近に起きる可能

性はあると思いますか。無いと思いますか。あるいは、自分がやってもいないことを警察に「疑わ

れる」ことは絶対無いと確信を持っていますか。 

 

＊冤罪は法律用語ではないそうですが、厳密な意味ではなく、一般的に使われる｢無実なのに犯罪者として 

扱われること｣という意味で使っています。 

裁判で無罪になった場合だけでなく、誤認逮捕も入れて考えています。 

https://ameblo.jp/kakomonogatari/image-10280440723-10196750749.html
http://blog-imgs-45.fc2.com/m/i/s/misatoism/20100922045408f71.jpg
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２ 刑事裁判についてクイズに答えましょう。 

  

A：日本の無罪率は、何％でしょう。 

  ア：約 0.01％   イ：約 0.1％   ウ：約１％   エ：その他(     ) 

 

B：日本の犯罪件数はどのくらいあるでしょうか。 

  ア：約 1000 万件  イ：約 100 万件  ウ：約 10 万件  エ：その他(    ) 

 

C：殺人事件の件数は、何件くらいでしょうか。 

  ア：約 1000 件   イ：約 2000 件   ウ：約 3000 件  エ：その他(    ) 

 

D：全体の犯罪件数は、増えているでしょうか、減っているでしょうか。 

  ア：増えている  イ：増えても減ってもいない  ウ：減っている 

 

E：全体の検挙率は何％でしょう。 

  ア：約 50％    イ：約 30％   ウ：約 80％   エ：その他(    ) 

 

F：殺人事件の検挙率は、何％でしょうか。 

  ア：約 50％    イ：約 30％   ウ：約 80％   エ：その他(    ) 

 

G：家族と会えるのは逮捕されて取り調べを受けている間のいつごろでしょうか。 

  ア：逮捕直後   イ：３日過ぎ   ウ：20 日過ぎ  エ：その他(    ) 

 

H：弁護士と会えるのは、逮捕されて取り調べを受けている間のいつごろでしょうか。 

  ア：逮捕直後   イ：３日過ぎ   ウ：20 日過ぎ   エ：その他(    ) 

 

I：全体の起訴率は、何％でしょうか。 

  ア：約 50％    イ：約 30％   ウ：約 80％   エ：その他(    ) 
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では、答えを 

A：無罪率は、ア：約 0.1％です。 

B：犯罪件数は、イ：約 100 万件、くわしく言うと 2014 年は 120 万件でした。 

C：殺人事件の件数は、ア：約 1000 件、2021 年は 1094 件 

D：犯罪件数は、ウ：減っている。昭和 20 年代の半分です。 

E：全体の検挙率は、イ：約 30％、少ないのに驚かれたでしょう。 

F：殺人事件の検挙率は、エ：その他＝約 95%、これはエになります。 

G：家族が面会できるのは、イ：三日過ぎ 

  面会できるのは、三日過ぎですが土日が挟まれた場合は、月曜日以降しか許可されず、 

水曜日に逮捕された場合は、月曜日まで面会できないそうです。 

また、否認した場合になどは、接見禁止処分を受けて面会できません。 

H：弁護士が面会できるのは、ア：逮捕直後 からですが、実際には依頼しない限り、 

弁護士は現れません。国選弁護人が携わるようになるのは、3 日以後になるので、 

たいていは逮捕後 3 日間は弁護士無しで過ごすことも多いようです。 

家族が依頼すれば、逮捕直後からの 3 日の間にも、弁護士なら会うことはできます。 

I：全体の起訴率は、イ：約 30％ 27 年度の起訴率は 33,4％です。 

 

日本の警察の捜査、裁判について、どんなイメージを受けましたか。 

この数字で見ると、犯罪は総体的には減っている。検挙率は高くは無い。軽微な犯罪については訴

えを受けても、なかなか犯人は捕まらない。 

ただし、重大な犯罪については、警察が必死で捜査し、犯人を捕まえようとしていることもよくわ

かります。そして思った以上に、起訴率が高くは無いと思いませんでしたか。 

つまり日本の検察は、有罪になる裁判だけを選び慎重に起訴する、それが無罪率 0.1％、つまり 

有罪率が 99.9％という数字に表れているようです。 

では、それだけ確実に有罪になるような裁判が行われるならば、なぜ、冤罪が生まれてしまうのか、

どんな今までの冤罪事件があるのかを見ていきましょう。 
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３ 私にとって衝撃的だったこと 

 ずいぶん前に、電車で偶然会った卒業生から、衝撃的な話を聞きました。 

 都心の私立高校に通っていたその女の子は、高校生の時、同じ高校に通う女子生徒が薬物を所持

していて、持っていたスマホに彼女の電話番号が載っていたために疑われ、警察に連れていかれた

経験をしたのだそうです。 

 ベッドに寝ていた彼女が、早朝、お母さんの呼ぶ声で起きると、枕元に警察官がずらりと並んで

立っていたところから始まり、パジャマのままパトカーで連れて行かれ、着替えも無くパジャマで

過ごしたまま、友人関係について取り調べられたことや、手錠・腰縄を付けられて移動し、とても

恥ずかしかったこと、ずっと家族と会えなかったこと、など堰を切ったように話してくれました。 

 最初の数日間は、何も持ちこめず、お金も本も携帯も無くてすることも無く、お腹はすくし、と

ても不安で心細かったこと。最後には、疑いが晴れて数週間後には家に戻れたそうですが、謝罪の

言葉はひとことも無く、それだけではなく、その後も一か月以上にわたって、一週間に何度もスマ

ホの状態を確認するためだけに、警察署に通わされたことを話していました。 

彼女は、警察への不信と理不尽な取り調べへの怒りを、興奮気味に話してくれましたが、聞いてい

る私の方も、高校生に対してさえ、容赦の無い扱いにショックを受けました。親の同席も無く、弁

護士もいない中での取り調べは、どれだけ心細かったかと胸が痛みました。 

一般的にそういうことが起きた時には“それは疑われる方が悪い”などと思いがちですが、彼女を

知っている私にはとても責めることはできず、驚きしかありませんでした。 

 そして、もう一つ驚いたことは、警察に取り調べられている間、学校には、入院という形で家族

が報告をし、それで済んでいたこと、薬物で捕まった生徒自身もそういう扱いでの欠席になってい

たということでした。警察から学校に連絡することも無いことに、驚きました。 

 

３ 冤罪の一番の問題点。 

 冤罪の一番の問題点は、何と言っても、当事者の人生を狂わせてしまうことです。 

どんなに短時間の拘束でも、まず社会的信用を失い、職を失い、家庭まで崩壊してしまう・・・、 

そんなことが無いとは言い切れません。 
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 失われた時間、そして作れただろう人生のさまざまな思い出は二度と取り返せない…拘束期間が

何十年にもわたった冤罪事件の話を聞くと、その時間の重さに、言葉を失うほどです。 

 警察、検察、裁判所のそれぞれのまちがいが、なぜ、それほど個人の人生を変えてしまえるのか。

確かにマスコミの報道もイメージを植え付ける役割を果たしますが、それ以上に、拘束して個人の

意見表明さえ不可能にする…・これこそが、司法権＝司法の権力で、国が権力を持って行なう三権

のうちの一つだからです。権利では決してなく、権力を表わしているのです。 

警察官も検察官も裁判官も、司法権力の執行機関に属した公務員にしかすぎません。そして彼らが

国を体現し、個人に対立するのです。 

  

 裁判や冤罪について学ぶ時、司法の権力が、やはり強大であることを、考えながら学ぶ必要があ

るでしょう。その権力を制限するために、どんな言葉や条文が、日本国憲法の中に書かれているか、

もう一度確認してみましょう。ちなみに、逮捕状には、これが裁判所によって発行され、逮捕時は

弁護人を選ぶ権利があると明記され

ています。 

 

憲法第 18条【奴隷的拘束及び苦役からの

自由】 

何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。

また、犯罪による処罰の場合を除いては、

その意に反する苦役に服せられない。 

 

憲法第 33条【逮捕に対する補償】 

何人も、現行犯として逮捕される場合を

除いては、権限を有する司法官憲が発し

且つ理由となっている犯罪を明示する令

状によらなければ逮捕されない。 

 

憲法第 34条【抑留・拘禁に対する補償】 

何人も理由を直ちに告げられ、且つ直ち

に弁護人に依頼する権利を与えられなけ

れば、抑留、または拘禁されない。 

また、何人も,正当な理由がなければ拘禁

されず、要求があれば、その理由は、 

直ちに本人およびその弁護人の出席する

公開の法廷で示されなければならない。 

 

憲法第 36条 【拷問及び残虐な刑罰の禁

止】公務員による拷問及び残虐な刑罰は

絶対にこれを禁止する。 
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これだけ厳重なブレーキが掛けられている司法権のもとでも、冤罪は起きています。 

 

４ では、冤罪はどのくらい起きているのでしょうか。そしてどんな事件が？ 

 あなたは、冤罪事件の件数が、どのくらいの数字だと、「多い」と感じられますか。 

 その数を選んでみてください。 

 一年間に、   A：５件   B：10件  C：15件  D：その他  

 

くわしい統計は出ていないので、ネットでニュースとして残されているものをひろってみました。 

2018 年 1 月～2017 年 1 月 

1 月  ・男子中学生の下半身を触った疑いの教諭が無罪 被害者証言「他人のそら似」 

12 月   ・痴漢の疑いで逮捕・起訴された男性に無罪「被害者らの供述に疑問」 

9 月  ・窃盗罪に問われた車いすの男性に無罪判決「故意を認定できない」 

・当時 8 歳の女児への強制わいせつで起訴された被告「被害に疑義」と逆転無罪 

・上司を殴って死亡させた元配管工の被告に無罪の判決 正当防衛を認める 

6 月  ・放火殺人事件の裁判で無罪判決を勝ち取った弁護士 自白場面の映像を分析 

4 月  ・公然わいせつ罪に問われた堺市の男性 逆転無罪に  

    ・「腹痛が我慢できず」女子トイレに侵入した男性が無罪 静岡県 

3 月  ・飲食店店長に謝罪させた山口組系組長に無罪「脅迫と評価できない」 

2 月  ・マッサージ中わいせつで無罪判決 

 ここに出ているのは 1 審だけだったり、情報としては不十分ですが、2016 年度でも 10 数件の 

記事が出ていました。 

私は多いと感じましたが、皆さんはいかがですか。 

これ以外にも重大事件で無罪となった事件がいくつかあり、再審請求や係争中の裁判もあり、軽微

な事件を加えると、冤罪は思った以上に多いとは言えませんか。 

有名な事件での冤罪事件をプリントで見てみましょう。 

その事実を追うことで、冤罪の原因も見えてくると思います。 

http://news.livedoor.com/topics/detail/14145127/
http://news.livedoor.com/topics/detail/14145127/
http://news.livedoor.com/topics/detail/14062463/
http://news.livedoor.com/topics/detail/14062463/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13681369/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13681369/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13669058/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13669058/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13650398/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13650398/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13245837/
http://news.livedoor.com/topics/detail/13245837/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12991732/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12991732/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12891902/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12891902/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12811663/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12811663/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12675317/
http://news.livedoor.com/topics/detail/12675317/
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年
後
、
脳
腫
瘍

の
治
療
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
た

め
に
、
刑
務
所
で
死
亡
。 

 三
十
一
年
後
、
や
り
直
し
裁
判
始
ま

る 昭
和
五
十
八
年
無
罪
判
決 

三
十
五
年
後 

死
刑
台
か
ら
の
生
還 

再
審
請
求 

事
件
か
ら
六
十
一
年
後 

や
り
直
し
裁
判
始
ま
る 

無
罪
判
決 

刑
務
所
で
も
再
審
請
求 

昭
和
十
年
仮
釈
放 

そ
の
後
、
海
田
と
北
河
が
嘘
を
つ
い

た
こ
と
を
認
め
さ
せ
、
詫
び
状
を
自

分
で
書
か
せ
た 

四
十
八
年
後
（
昭
和
三
十
六
年
） 

五
回
目
の
再
審
請
求
で
や
っ
と 

裁
判
が
や
り
直
し 

昭
和
三
十
八
年
無
罪
判
決
、
半
年

後
、
八
十
四
才
で
死
去 

そ
の
後 
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甲
山
事
件
（
昭
和
四
十
九
年
） 

知
的
障
害
者
施
設
で 

園
児
二
名
が
浄
化
槽
で
溺
死
体

で
発
見
さ
れ
る
。
マ
ン
ホ
ー
ル

の
蓋
を
園
児
が
開
け
閉
め
出
来

な
い
と
判
断
し
、
殺
人
事
件
と

し
て
捜
査 

布
川
事
件
（
昭
和
四
十
七
年
） 

 
 

大
工
の
男
性
が
強
盗
殺
人
で
殺 

さ
れ
る
。
目
撃
情
報
で
二
人
の 

不
審
な
男
の
存
在
。
地
元
の
青 

年
二
人
を
別
件
逮
捕 

 
 

 

★
松
山
事
件(

昭
和
三
十
年) 

 
 

宮
城
県
で
農
家
が
全
焼
し
、
焼

け
跡
か
ら
四
人
の
遺
体
が
発

見
。
強
盗
殺
人
放
火
の
容
疑
で

逮
捕
。 

 
 

斉
藤
幸
夫
さ
ん
を
別
件
逮
捕
、 

★
島
田
事
件
（
昭
和
二
十
九
年
） 

 
 

六
歳
の
女
の
子
が
誘
拐
さ
れ
、 

三
日
後
に
雑
木
林
で
死
体
で
発 

見
。
障
害
を
持
っ
た
赤
堀
政
夫 

さ
ん
を
賽
銭
を
取
っ
た
と
し
て 

別
件
逮
捕 

 

★
財
田
川
事
件
（
昭
和
二
十
五
年
） 

 
 

香
川
県
で
、
ヤ
ミ
米
（
そ
の
頃

は
、
ま
だ
国
で
米
を
配
っ
て
い

た
。 

戦
後
で
無
い
た
め
）
ブ

ロ
ー
カ
ー
が
殺
さ
れ
る
。 

事
件
の
名
前
と
内
容 

山
田
悦
子
さ
ん 

 
 

二
十
二
才 

ア
リ
バ
イ
を
証
言

し
た
園
長
・
同
僚
も

偽
証
罪
に
問
わ
れ

る  桜
井
昌
司
さ
ん 

 
 

二
十
才 

杉
山
卓
男
さ
ん 

 
 

二
一
才 

 

齋
藤
幸
夫
さ
ん 

 
 

二
十
四
才 

赤
堀
政
夫
さ
ん 

 
 

 

二
十
五
才 

谷
口
繁
義
さ
ん 

 
 

十
九
才 

被
告
人 

逮
捕
さ
れ
た
が
検
察
は 

証
拠
不
十
分
で
不
起
訴 

検
察
審
査
会
が 

不
起
訴
不
当
の
議
決 

再
捜
査
、
四
年
後
の
園

児
の
証
言
か
ら
再
逮
捕 

六
年
後
、
他
の
園
児
が

マ
ン
ホ
ー
ル
近
く
で
遊

ん
で
い
た
際
に
落
ち
た

と
供
述
。 

十
一
年
後 

一
審
＝
無
罪 

二
審
＝
無
罪
判
決
を
破 

棄
、
差
し
戻
し 

三
審
＝
最
高
裁
、
地
裁

に
差
し
戻
し 

差
し
戻
し
裁
判 

一
審
＝
無
罪 

二
審
＝
無
罪 

 

刑
事
に
強
要
さ
れ
た 

一
審
＝
有
罪
・ 

無
期
懲
役 

二
・
三
審
＝
同
じ 

物
的
証
拠
少
な
い 

厳
し
い
取
り
調
べ
で
自

白 一
審
＝
死
刑 

二
・
三
審
＝
同
じ 

拷
問
あ
り
（
殴
る
、
け

る
、
首
を
絞
め
る
） 

一
審
＝
死
刑 

二
審
＝
同
じ 

三
審
＝
同
じ 

拷
問
あ
り
（
手
錠
を
二

重
に
か
け
ら
れ
、
ロ
ー

プ
を
巻
か
れ
て
正
座
、

何
度
も
気
絶
） 

一
審
＝
死
刑 

二
審
・
三
審
＝
同
じ 

 

三
審
の
結
果 

検
察
は
五
回
も
裁
判
を
や
り
、 

二
十
五
年
た
っ
て
上
告
を
断
念
。 

よ
う
や
く
無
罪
確
定
。 

園
長
・
同
僚
も
無
罪
確
定 

裁
判
の
長
期
化
は 

最
初
の
不
起
訴
後
、 

山
田
さ
ん
が
国
家
賠
償
請
求
を
し

た
た
め
と
の
論
議
も
あ
る
。 

仮
釈
放
後
、
再
審
請
求 

再
審
で
初
め
て
検
察
が
開
示
し
た 

証
拠
に
は
二
人
の
指
紋
も
毛
髪
も 

無
か
っ
た
。 

四
十
四
年
後
に
無
罪 

再
審
請
求 

二
十
二
年
後
に
裁
判
や
り
直
し 

警
察
は
証
拠
を
ね
つ
造
。
二
十
八
年

後
釈
放
。
死
刑
か
ら
の
復
活 

再
審
請
求 

四
十
二
年
後
裁
判
や
り
直
し 

無
罪
判
決
、
釈
放
。 

死
刑
か
ら
の
生
還 

再
審
請
求 

裁
判
官
が
、
退
職
し
て
、
谷
口
さ
ん

の
弁
護
人
を
引
き
受
け
た
。 

二
十
六
年
後
、
裁
判
や
り
直
し
。 

三
十
四
年
後
無
罪
確
定
。 

し
か
し
、
谷
口
さ
ん
は
、
す
で
に
亡

く
な
ら
れ
て
い
た
。 

そ
の
後 

https://matome.naver.jp/odai/2139580959957165101/2139581042957620403
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最
近
の
冤
罪
事
件
な
ど 

 

冤
罪
事
件
の
数 

（1
9
9
0

～20
1
2

） 

袴
田
事
件(

1
9
6
6
) 

民
家
の
焼
け
跡
か
ら
四
人
の
他
殺

死
体
発
見
。 

東
住
吉
事
件
（19

9
5

） 

民
家
で
火
災
が
発
生
、
女
児
が
死
亡 

東
電O

L

殺
人
事
件
（1

9
9
7

） 

東
京
電
力
に
勤
め
る
女
性
が
殺
害
。 

 

郵
便
制
度
悪
用
事
件
（2

0
0
9

） 

割
引
郵
便
制
度
を
悪
用
し
た
事
件
、

厚
生
省
局
長
ら
逮
捕 

志
布
志
事
件(2

0
0
3
)
 

選
挙
違
反
容
疑
。
焼
酎
と
現
金
を
配 

っ
た
と
い
う
の
が
嫌
疑 

富
山
連
続
婦
女
暴
行
事
件
（2

0
0
2

） 

婦
女
暴
行
容
疑
で
男
性
が
捕
ま
る 

 

西
武
線
痴
漢
事
件(

2
0
0
0
) 

電
車
内
で
の
痴
漢
を
し
た
と
さ
れ

た 

 

松
本
サ
リ
ン
事
件(

1
9
9
4

） 

松
本
市
で
サ
リ
ン
が
ま
か
れ
死
者

八
名
重
傷
六
百
六
十
名 

  

足
利
事
件(

1
9
9
0
) 

パ
チ
ン
コ
店
駐
車
場
か
ら
四
歳
女

児
が
連
れ
去
ら
れ
翌
朝
河
原
で
、
遺

体
で
発
見
。 

警
察
官
ネ
コ
バ
バ
事
件(

1
9
8
8
)
 

善
意
で

1
5

万
円
を
届
け
た
妊
婦
に

警
察
署
は
罪
を
な
す
り
つ
け
た 

事
件
の
名
前
と
内
容 

殺
人 事

件 

１
５
件 

元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
・ 

袴
田
巖
さ
ん 

長
時
間
暴
行
に
よ
る
取
り

調
べ 

母
親
・
青
木
恵
子
さ
ん 

内
縁
の
夫
朴
龍
皓
さ
ん 

出
稼
ぎ
の
ネ
パ
ー
ル
人
ゴ

ピ
ン
ダ
・
マ
イ
ナ
リ
さ
ん 

厚
生
労
働
省
局
長
・ 

村
木
厚
子
さ
ん 

逮
捕
者1

2

名 

長
時
間
の
拘
束
・
取
り
調

べ
、
踏
み
字
な
ど
違
法
。 

タ
ク
シ
ー
運
転
手
だ
っ
た

男
性
・
証
言
と
似
て
い
る
と

逮
捕
。
三
日
間

2
4

時
間
取

り
調
べ 

男
性 

河
野
義
行
さ
ん
を
逮
捕 

長
期
な
取
り
調
べ 

マ
ス
コ
ミ
も
犯
人
扱
い 

菅
谷
利
和
さ
ん(

4
3

歳) 

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ(

独
身

で
子
供
好
き
）
で
逮
捕 

D
N
A

鑑
定 

 

ス
ー
パ
ー
経
営
者
の
妻
、
届

け
出
た
後
連
絡
が
無
い
の

で
、
三
日
後
に
警
察
に
電
話 

被
告
人o

r

被
害
者 

痴
漢 事

件 

２
０
件 

一
審
＝
死
刑 

二
・
三
審
＝
同
じ 

再
審
請
求
二
度
。
四
十
五
年
間

拘
束
さ
れ
て
い
た 

拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要 

一
審
＝
有
罪
・
無
期
懲
役
、 

二
審
・
三
審
＝
同
じ 

一
審
＝
無
罪 

二
審
＝
有
罪
・
無
期
懲
役
。
都

合
の
悪
い
証
拠
は
出
さ
な
い
。 

逮
捕
後
無
罪
主
張
。 

一
審
＝
無
罪 

一
審
＝
無
罪 

裁
判
で
は
全
員
が
、
容
疑
を 

否
認
。 

 

一
審
＝
懲
役
三
年 

服
役
し
た
。 

2
0
0
5

年
出
所 

 

一
審
＝
懲
役
一
年
二
カ
月 

二
審
＝
無
罪
、
被
告
が
犯
人
と

断
定
す
る
に
は
疑
問 

事
件
は
６
月
に
起
き
た
が
、
半

年
以
上
犯
人
扱
い
。
奥
さ
ん
は

被
害
者
、
そ
の
後
死
亡 

取
り
調
べ
中
に
犯
行
を
自
白
。

裁
判
中
に
無
罪
主
張 

一
審
＝
無
期
懲
役 

二
・
三
審
＝
同
じ
。 

父
親
シ
ョ
ッ
ク
で
死
亡
。 

 

警
察
署
幹
部
は
主
婦
を
犯
人

に
し
て
取
り
調
べ
、
証
拠
や
証

人
を
で
っ
ち
あ
げ
る
。 

妊
婦
な
の
に
長
時
間
取
り
調

べ
を
行
い
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
。 

逮
捕
・
拘
留
機
関
・
三
審 

そ
の
他 

５
３
件 

地
裁
は
再
審
開
始
と
釈
放

を
決
定
。(

地
検
は
抗
告)

 

衣
類
な
ど
証
拠
ね
つ
造
の

疑
い 

再
審
開
始
、
事
故
に
よ
る
失

火
実
験
。
二
十
年
後
、
刑
の

執
行
停
止
で
釈
放
。20

1
6

無

罪
判
決 

2
0
11

年
爪
の
間
の
付
着
物

D
N
A

鑑
定
。
マ
イ
ナ
リ
さ
ん

不
一
致
。 

1
5

年
後
に
帰
国
、
無
罪
判
決 

検
察
官
が
、
証
拠
を
で
っ
ち

あ
げ
た
こ
と
が
判
明
。
そ
の

検
察
官
の
上
司
も
証
拠
隠

滅
で
有
罪
。 

国
家
賠
償
を
請
求
し
て
い

る
。 

 2
0
0
6

年
真
犯
人
が
自
供
。 

富
山
警
察
謝
罪
。
再
審
請

求
・
検
事
も
謝
罪
。
し
か
し
、

同
日
「
当
時
の
取
調
官
を
恨

ん
で
い
ま
せ
ん
」
と
調
書
を

又
ね
つ
造
。 

映
画
「
そ
れ
で
も
僕
は
や
っ

て
い
な
い
」
の
モ
デ
ル
。 

裁
判
費
用4

0
0

万
円
は
自
費 

翌
年
サ
リ
ン
事
件
が
起
き

て
よ
う
や
く
オ
ウ
ム
真
理

教
が
犯
人
だ
と
わ
か
る
。 

逮
捕
か
ら
十
七
年
後

D
N
A

鑑
定 

2
0
09

年
釈
放
。
そ
の
後
検
察

謝
罪
。20

1
0

年
無
罪 

。 逮
捕
状
が
、
産
婦
人
科
医
や

裁
判
所
か
ら
の
反
対
で
取

れ
な
い
。
そ
の
後
新
聞
が
報

道
。
警
察
署
処
罰
さ
れ
る
。 

そ
の
後 

計
８
８
件 

再
審
請
求 
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（死刑確定後の再審で無罪を勝ち取った、左から免田栄さん（免田事件）、

斎藤幸夫さん（松山事件）、谷口繁義さん（財田川事件）＝８４年） 

 

 

この他にも、表にあるように再審請求中で保釈が認められている袴田事件(証拠ねつ造の疑いも出

てきた)や裁判を５回も繰り返した甲山事件などの裁判を見ると、いかに有罪を覆すのが大変かわ

かります。 

 

５ なぜ冤罪は起きるのか 

 冤罪の悲劇を生まないためにどうしたらいいのでしょう。 

原因を究明し、その原因を取り除けるように対策を考え…という前に、しかし、考えておく必要が

あります。 

どこの国でもいいのですが、世界中で、冤罪がゼロという国は、果たしてあるのでしょうか。 

あなたが裁判官だとして、或いは、裁判員として裁判に参加して、すべての真実が明らかになり、

公正な裁きを必ずいつもできる、その判断が可能…と言えるでしょうか。 

 

 航空機の事故調査などの時も、或いは、医療事故の時にも、前提は、必ずミスは起こる、そのた

めの被害を最小限に食い止めるための方法は何かと考える、・・・それに近いでしょう。 

裁判官も警察官も検察官もまちがえる・・・・ならばどうするかを考えなくてはなりません。 

日本の取り調べから裁判までの過程をくわしく描いた図は次のようです。 

この中で、冤罪が生まれやすい場所があります。 

警察で取り調べが行われる際に、寝泊りする場所となる留置場の存在です。 

世界的な人権監視機関からは、日本のこの留置場の状態が、「代用監獄」として使われていること

を前近代的だとして問題とされています。つまり、警察署内にある留置場で寝泊まりしながら取り 

調べを受けるため、長時間にわたる制限のない取り調べが 2３日間続く場合も有り、被疑者を孤立

し絶望させて(警察の取り調べの狙い)、やってもいない罪を認める自白強要につながっていると、 

https://blogs.yahoo.co.jp/solidussolidarity/GALLERY/show_image.html?id=27767117&no=0
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裁判に突き進む 
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指摘されているのです。 

また、検察の取り調べにはほんとうのことを言って無実を訴えようとしても、取り調べ後、寝泊

りのために警察に戻ると、何度も「いまだに罪を認めない」として扱われ、さらに疑われてしまう

…そのようすを、足利事件の菅谷さんが証言しています。 

また、起訴前は弁護人の援助がほとんど受けられない事実もあり、他の諸外国のように、取り調

べの際の弁護人の立会いを認めたり、取り調べの録画化をすべきだという論議など、是正すべきだ

という勧告が何度も出ています。 

冤罪の生まれるしくみ 

①取調べが連日続き、追いつめられる。 

②自白したら家に帰れると言われる。家族や会社に迷惑をかけていると思いこみ、早く帰ろうとする。 

しかし、全く帰してもらえず、社会から見捨てられたように感じて、絶望する。あきらめてしまう。 

この段階での弁護人との接触はほとんどできない。 

③警察官が信じてくれなくても、検察官にちゃんと言えば、検察官は信じてくれて 

無罪と認められると思ってしまう。あるいは裁判で真実を述べればいいと思ってしまう。 

④しかし、自白したら、すぐに検察に送られ、起訴のための準備をされる。 

⑤その時も、夜は警察の留置場で泊まるので、自白を変えて否認は認められない。 

⑥検察官の仕事は、調べて有罪にする仕事だから、起訴できるか検討し、裁判の書類を作るのが中心。 

だから 99％の有罪率という現実になってしまうのです。 

⑦いざ、起訴という段階になると、もう、その後は判決までは道すじが決まっているようなもの、 

 そのルートが変更されたりすることは、日本では、まれだということなのです。 

 

 人間だからこそ間違いを犯す、その前提で裁判が行われ、まちがいを救済する制度がもっと緩や

かな必要があるのではないでしょうか。 

 

６ もし、無実でありながら、有罪の判決を受けて刑に服した場合は・・・、 

 冤罪で、取り返しのつかない時間を刑務所で過ごしたとして、それを、どう国は償うのか、 

それは、法律に定められています。刑事訴訟法に定められているのですが、１日いくらで賠償され

るでしょうか。予想してみましょう。 

 

１日          円ぐらい 

或いは、自分なら、いくらぐらいを要求したいでしょうか。 

実際の額が計算されていますので、次の表を見てみましょう。 
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刑事訴訟法 

金額 

無実でどうされたか 金額 

抑留・拘禁（閉じ込める） 1万 2500円以下（１日当たり） 

死刑執行 
3000万円以内 

財産を失った場合は損失額を加える 

罰金を支払わされた 支払った額＋５％ 

没収 返却・処分済みなら弁償 

実際に払われた額 

事件名 冤罪被害者 拘束期間 金額＝？はこれから 

免田事件 免田栄さん 31年７カ月 9千 71万 2800円 

足利事件 菅谷さん 17年 8千万円 

ネコババ事件 主婦 ？ 慰謝料 2百万 

志布志事件 12名 
87日～395日 

ほとんど 100日を超える 
26万 2500円 

郵便制度事件 村木さん 164日 3千 8百万円 

東電 OL 殺人事

件 
マイナリさん 15年 ６千８百万円？ 

布川事件 桜井さん・杉山さん 29年 1億 3千万円 

パソコンメール

事件 
大学生 46日 57万円？ 

 

これを見ると、無実の罪で死刑が執行されたとしても、命の値段は 3,000 万円なのかと、 

驚いたのではありませんか。 

だとすると、いよいよもって、冤罪の時間は取り戻すことができないと、強く思ったでしょう。 

 



- 14 - 

 

７ あなたは、死刑制度を必要だと思いますか。 

      必要だと思う    必要ないと思う 

さて、どちらでしょう。 

世界では死刑制度は廃止の方向に向かっていますが、それは、誤って無実の人が死刑になる可能性

があるからです。イギリスで実際にあった例を読んでみてください。 

      ・・・・・・・・・・・・アムネスティインターナショナルの資料(2000 年頃)から 
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                      この資料は古いため、刑場については旧の資料 

 

日本では、無実の罪で死刑になった人は、いるのでしょうか。 

今の段階では、死後の再審請求で認められている人はいないので、そういう人はいないことになっ

ていますが、もしかしたらいるかもしれない、100％いないとは言い切れないようです。 
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日本の現在の死刑場のようす 

 

その理由は、十年以上前に実施されていた DNA 鑑定は、今では、決定的な証拠と言えないような

鑑定結果だったと言われていること、実際に足利事件の菅谷さんは再度の DNA 鑑定で、無罪にな

っています。 

死刑制度は、犯罪被害者の人々の立場からすると、被害感情を少しでも減らしてくれる制度だと言

われたり、死刑制度があるせいで、犯罪が減るという効果があるとも言われています。 

 しかし、世界で多くの国で死刑制度が廃止されたり、休止状態であるのは、100％無実の人が処

刑されることは無い・・・これが、どんな社会であろうと保障されないためなのです。 

  

８ 死刑制度は、どのように実施されているのでしょうか。 

 日本では、長い間死刑の実態は、社会から隔絶され隠されてきました。情報の公開など考えられ

ませんでした。しかし、裁判員制度の裁判で、死刑を適用するかどうか判断を迫られる裁判も出て

きています。その実態を、少しでも漫画「モリのアサガオ」から知ってみませんか。 

＊『モリのアサガオ』について 

死刑そのものと刑務官の仕事を描いた漫画で、文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞受賞、郷田マ

モラ作。受賞したということで全 7 巻、私も読みましたが、あまりの迫力に、私自身が 2 カ月ほど

鬱のような暗い感情に支配され、翻弄されました。しかし、勉強のつもりで…どうでしょうか。 
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日本では、死刑制度についての情報公開が進んでいないため、どのように死刑が実施されるのか、

いつだれが、執行されているのか、ほとんど知らされていませんでした。最近は、名前が報道され

ていますが、死刑囚の中でどの順番で執行されるのか、その手続きなどについても、全く今でも不

明です。 

 

しかし、日本で死刑が執行されているということは、それを執行し、その後始末をする人々がいる

ということです。その存在を、「モリのアサガオ」で私も初めて知りました。 

この執行という行為も、司法権力だからこそ実行できる行為で、それを実施する刑務官の人々は、 

公務員という仕事だからこそ、その仕事を強いられるのです。 

 こういう場所のこういう究極の仕事こそ、私自身は権力の恐ろしさに震える思いがします。 

 

しかし、私自身の家族の中でも、死刑制度については意見が分かれます。 

子どもたちが殺された場合に、犯人に死刑を求めるかどうか、つれあいは、「絶対死刑を」と言い

ますが、私はその制度でさえ、癒されることは無いだろうと思うのです。 

死刑制度については、廃止した国々、現在も行なっているアメリカなどをよく学んでこそ、 

考えられるのではないかと思っていますが、みなさんはどう思いますか？ 

 

９ 冤罪の当事者にならないために・・・ 

 最後に、NHK の番組で紹介されていたことを、みなさんにも・・・。 

 もし、無実なのに取り調べを受けるようになったら・・・・ 

 決してあきらめずに、やってもいない罪を認めてはいけないし、供述書にも署名をしてはいけな 

 い、取り調べで作った書類は、裁判にまで証拠として提出され、有罪の証拠の一つとなってしま 

 う・・・最後まで無実なら認めないことが、自分の人生を守ることになる、 

 そう、結論を説明してくれていました。 

 覚えのない罪で逮捕された場合は、まず覚悟を決め冷静になること(大変困難ですが)、そして、 

逮捕直後にも当番弁護士を依頼し、まず専門家に援助を求めることが第一歩になるようです。 


